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町財政状況

令和6年度

健全化判断比率
（４つの比率）

特別会計決算

資金不足比率

令和6年度決算の状況は次のとおりです。（神山町公表第49号）

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）の規定により、次のとおり公表します。
●実質赤字比率・・・・・・
●連結実質赤字比率・・
●実質公債費比率・・・・

●将来負担比率・・・・・・

一般会計等の実質赤字の標準財政規模に対する比率
全ての会計の実質赤字の標準財政規模に対する比率
一般会計などにおける地方債の償還や公営企業が借り入れた地方債の償
還に対する一般会計からの繰出金などの標準財政規模に対する比率
第三セクターなども含め、一般会計等が将来負担すべき 実質的な債務の
標準財政規模に対する比率

町民１人あたりの町税負担額	 94,698円
自主財源	 35.3%
依存財源	 64.7%

町民１人あたりに使ったお金	 1,444,432円

（令和7年神山町公表第50号）

（令和7年神山町公表第51号）

決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率について

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率
神山町の比率 ー ー 3.5 ー
早期健全化基準 15.0 20.0 25.0 350.0

区　　分 歳　　入 歳　　出 差　　引
国民健康保険特別会計 715,282 706,125 9,157
介護保険特別会計 1,021,791 988,063 33,728
後期高齢者医療特別会計 130,390 129,749 641

公営企業会計の名称 資金不足比率 事業の規模
神山町簡易水道事業会計 ー 87,251

注：実質赤字額又は連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率又は将来負担比率が算定さ
れない場合「ー」の記載となる。

注：４つの比率のうち１つでも「早期健全化基準」（黄信号）に達すると財政健全化計画を策定しなけ
ればならない。

注：資金不足額（赤字額）がない場合「ー」の記載となる。
注：健全化法施行令17条第３号の規定により事業の規模を算定

（単位：％）

（単位：千円）

（単位：千円）

7,168,634千円

自主財源自主財源
2,529,718千円2,529,718千円

35.3%35.3%

総務費総務費
2,805,246千円2,805,246千円

40.9%40.9%

民生費民生費
1,251,543千円1,251,543千円

18.3%18.3%

教育費教育費
312,855千円312,855千円

4.6%4.6%

土木費土木費
614,968千円614,968千円

9.0%9.0%

公債費公債費
528,961千円528,961千円

7.7%7.7%

農林水産業費農林水産業費
525,311千円525,311千円

7.7%7.7%

衛生費衛生費
283,960千円283,960千円

4.2%4.2%

町税町税
448,397448,397千円千円
6.36.3%%

繰越金繰越金
375,831375,831千円千円
5.25.2%%

その他その他
1,504,3481,504,348千円千円
21.021.0%%

地方交付税地方交付税
2,879,6572,879,657千円千円

40.240.2%%

町債町債
604,600千円604,600千円

8.48.4%%

県支出金県支出金
389,684千円389,684千円

5.45.4%%

国庫支出金国庫支出金
434,534千円434,534千円

6.16.1%%

地方譲与税地方譲与税
158,615千円158,615千円

2.22.2%%

その他その他
171,826千円171,826千円

2.42.4%%
消防費消防費

223,646千円223,646千円
3.33.3%%

商工費商工費
218,230千円218,230千円

3.23.2%%
諸収入諸収入
119,446119,446千円千円
1.61.6%%

災害復旧費災害復旧費
26,761千円26,761千円
0.40.4%%

議会費議会費
47,905千円47,905千円
0.70.7%%

分担金・負担金分担金・負担金
40,25140,251千円千円
0.60.6%%
使用料・手数料使用料・手数料
41,44541,445千円千円
0.60.6%%

依存財源依存財源
4,638,9164,638,916千円千円

64.7%64.7%

6,839,386千円
歳入 歳出
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